
◎性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性

的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 
（令和五年六月二三日法律第六七号）   

一、 提案理由（令和五年五月一〇日・衆議院法務委員会） 

○齋藤（健）国務大臣 

……………（略）…………… 

 続いて、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影

像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたしま

す。 

 平成二十九年には、刑法の一部を改正する法律により、性犯罪の構成要件を見直すな

どの改正が行われましたが、同法の附則において、性犯罪における被害の実情や改正後

の規定の施行状況等を勘案し、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策

の在り方について検討を加えることとされています。 

 近時の性的な姿態の撮影行為等をめぐる実情に鑑みると、性的な姿態を撮影する行為

や、こうした撮影行為により生成された記録を提供する行為等は、撮影対象者に重大な

権利利益の侵害を生じさせかねないものであり、こうした行為等に厳正に対処し、そう

した撮影行為により生成された記録等の的確な剥奪を可能とすることが喫緊の課題とな

っています。 

 そこで、この法律案は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰規定を整備するとともに、

そうした撮影行為により生成された記録等の剥奪を行うための手続等を整備し、もって

性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止するため、所要の法整備

を行おうとするものであります。 

 この法律案の要点を申し上げます。 

 第一は、性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等に

ついて、罰則を新設するものであります。 

 第二は、性的な姿態を撮影する行為等の犯罪行為により生じた物を複写した物等の没

収を可能とするものであります。 

 第三は、検察官は、その保管している押収物が性的な姿態を撮影する行為等により生

じた物又はこれを複写した物等である場合において、当該押収物が電磁的記録を記録し

たものであるときは、その記録状況等に応じて、当該押収物に記録されている電磁的記

録を消去し、又は当該押収物を廃棄する措置を講ずることができるものとし、当該押収

物が電磁的記録を記録したものでないときは、これを廃棄することができるものとする

などの仕組みを設けるとともに、これらの措置等について聴聞手続や不服申立て手続等

に関する規定の整備を行うものであります。 

 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、これら法律案の趣旨であります。 



 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いをいたします。 

二、 衆議院法務委員長報告（令和五年五月三〇日） 

○伊藤忠彦君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像

に係る電磁的記録の消去等に関する法律案は、性的な姿態を撮影する行為等を処罰する

とともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収及び電磁的

記録の消去等の措置をすることを可能とするものであります。 

……………（略）…………… 

 また、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像

に係る電磁的記録の消去等に関する法律案は、同日本委員会に付託されました。 

 委員会においては、翌十日、両法律案を議題とし、齋藤法務大臣から趣旨の説明を聴

取し、十六日質疑に入り、同日参考人から意見を聴取しました。 

 二十六日、質疑を終局したところ、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対

し、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、公明党及び国民民

主党・無所属クラブの共同提案により、政府は施行後五年を経過した場合において速や

かに性犯罪の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を行う等の規

定、本法等の趣旨及び内容について国民に周知を図るものとする旨の規定を追加する修

正案が、また、日本共産党から、被害者等の聴取結果を記録した録音、録画記録媒体に

係る証拠能力の特則について対象者を限定すること等を内容とする修正案が提出され、

提出者から両修正案について趣旨の説明を聴取しました。 

 次いで、両案及び両修正案について順次採決の結果、まず、刑法及び刑事訴訟法の一

部を改正する法律案については、日本共産党提案に係る修正案は賛成少数をもって否決

され、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、公明党及び国民

民主党・無所属クラブの共同提案に係る修正案及び修正部分を除く原案はいずれも全会

一致をもって可決され、修正議決すべきものと決しました。次に、性的な姿態を撮影す

る行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に

関する法律案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、両法律案に対しそれぞれ附帯決議が付されたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。。 

○附帯決議（令和五年五月二六日） 

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 

一 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律附則第二十条第一項の検討を行うに当た

っては、アスリートや客室乗務員に対する盗撮が社会問題となっていることを踏まえ、

正当な理由がないのに、性的姿態等以外の人の姿態又は部位（衣服により覆われてい



るものを含む。）を性的な意図をもって撮影する行為等を規制することについて検討

を行うこと。 

二 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律附則第二十条第一項の検討を行うに当た

っては、本法及び今般の改正後の刑法の運用状況を踏まえ、十三歳以上十六歳未満の

者を対象としてその性的姿態等を撮影する行為等の年齢差要件について検討を行うこ

と。 

三 第四章に規定する電磁的記録の消去等が速やかに実施されるよう、検察官に対し必

要な研修を行い、法曹関係者に周知すること。 

四 本法第二条第一項第四号において十三歳以上十六歳未満の者に対する五歳以上年長

の者の性的姿態等の撮影行為を処罰することとしているのは、両者の間におよそ「対

等な関係」があり得ないと考えられることによるものであって、両者の年齢差が五歳

差未満であれば「対等な関係」であるとするものではないのであるから、同項第二号

及び第三号の規定の適用に当たっては、とりわけ、これらの規定に定める撮影行為を

する者が十八歳以上であり、かつ、その相手方が十六歳未満である場合には、むしろ、

十六歳未満の者にとっては年齢差がその意思決定に及ぼす影響が大きいことに鑑みる

と、十八歳以上の者が十六歳未満の者の対象性的姿態等を撮影する行為は、同項第二

号で定める改正後の刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由の「経済的又

は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそ

れを憂慮していること」等により「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うす

ることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」の要件や、本法第二条

第一項第三号の「行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ」の要件に該当し

得ることに留意すること。 

五 子どもに対する撮影行為の被害がとりわけ深刻であることに鑑み、子ども、学校関

係者及び保護者に対して本法の趣旨について効果的な啓発を行うこと。また、啓発の

ために必要な予算を確保するとともに、司法警察職員等の関係者に対しても、本法の

趣旨を周知徹底し、十分な研修等を行うこと。 

六 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律附則第二十条第一項の検討を行うに当た

っては、本法により新設された性的姿態等撮影罪等について、その発生状況、政府に

おける対応の状況、被害の実態等を継続的に把握し、被害者救済の観点から検証を行

うとともに、性的姿態等の撮影の同意後にこれを撤回したにもかかわらず撮影した影

像を記録した物を所持し続ける場合及び国外で日本国民以外の者が行った場合の罰則

の新設について検討を行うこと。 

七 性的姿態等撮影罪等の被害者が実効性のある支援を受けられるよう、警察、ワンス

トップ支援センター、日本司法支援センター、民間の支援団体その他の関係機関・団

体相互間の連携の強化を図るなどして、相談体制や支援環境の整備に努めること。 

三、参議院法務委員長報告（令和五年六月一六日） 



○杉久武君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像

に係る電磁的記録の消去等に関する法律案は、性的な姿態を撮影する行為等を処罰する

とともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収及び電磁的

記録の消去等の措置をすることを可能にしようとするものであります。 

 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、参考人から意見を聴取すると

ともに、不同意性交等罪等の構成要件に係る見直しの趣旨とその判断基準、司法面接的

手法による聴取の具体的な運用方針、障害者に対する性犯罪に関する規定の在り方、性

的姿態等撮影罪の適用範囲、性教育及び啓発の必要性等について質疑が行われました

が、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して仁比委員より両法律

案に賛成する旨の意見が述べられました。 

 討論を終局し、順次採決の結果、両法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可

決すべきものと決定いたしました。 

 なお、両法律案に対しそれぞれ附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和五年六月一五日） 

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 

一 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律附則第二十条第一項の検討を行うに当た

っては、アスリートや客室乗務員等に対する盗撮が社会問題となっている実情を踏ま

え、正当な理由がないのに、性的姿態等以外の人の姿態又は部位（衣服により覆われ

ているものを含む。）を性的な意図をもって撮影する行為等を規制することについて

検討を行うこと。 

二 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律附則第二十条第一項の検討を行うに当た

っては、本法及び今般の改正後の刑法の運用状況を踏まえ、十三歳以上十六歳未満の

者を対象としてその性的姿態等を撮影する行為等の年齢差要件について検討を行うこ

と。 

三 第四章に規定する電磁的記録の消去等が速やかに実施されるよう、検察官に対し必

要な研修を行い、法曹関係者に周知すること。 

四 本法第二条第一項第四号において十三歳以上十六歳未満の者に対する五歳以上年長

の者の性的姿態等の撮影行為を処罰することとしているのは、両者の間におよそ「対

等な関係」があり得ないと考えられることによるものであって、両者の年齢差が五歳

差未満であれば「対等な関係」であるとするものではないのであるから、同項第二号

及び第三号の規定の適用に当たっては、とりわけ、これらの規定に定める撮影行為を



する者が十八歳以上であり、かつ、その相手方が十六歳未満である場合には、むしろ、

十六歳未満の者にとっては年齢差がその意思決定に及ぼす影響が大きいことに鑑みる

と、十八歳以上の者が十六歳未満の者の対象性的姿態等を撮影する行為は、同項第二

号で定める改正後の刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由の「経済的又

は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそ

れを憂慮していること」等により「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うす

ることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」の要件や、本法第二条

第一項第三号の「行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ」の要件に該当し

得ることに留意すること。 

五 子どもに対する撮影行為の被害がとりわけ深刻であることに鑑み、子ども、学校関

係者及び保護者に対して本法の趣旨について効果的な啓発を行うこと。また、啓発の

ために必要な予算を確保するとともに、司法警察職員等の関係者に対しても、本法の

趣旨を周知徹底し、十分な研修等を行うこと。 

六 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律附則第二十条第一項の検討を行うに当た

っては、本法により新設された性的姿態等撮影罪等について、その発生状況、政府に

おける対応の状況、被害の実態等を継続的に把握し、被害者救済の観点から検証を行

うとともに、性的姿態等の撮影の同意後にこれを撤回したにもかかわらず撮影した影

像を記録した物を所持し続ける場合及び国外で日本国民以外の者が行った場合の罰則

の新設について検討を行うこと。 

七 性的姿態等撮影罪等の被害者が実効性のある支援を受けられるよう、警察、ワンス

トップ支援センター、日本司法支援センター、民間の支援団体その他の関係機関・団

体相互間の連携の強化を図るなどして、相談体制や支援環境の整備に努めること。 

  右決議する。 


